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事務事業マネジメントシート

★事務事業の概要（ＰＬＡＮ）

【事業の内容】

【業務の流れ】

【主な予算費目】

【意見や要望】

１　現状把握の部（ＤＯ、ＰＬＡＮ）
(1)事務事業の目的と指標
①手段(主な活動)

① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)

⇒
ア

イ

(単位)

②対象(誰、何を対象にしているのか) ＊人や自然資源等

③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)

(単位)

(単位)

ア

イ

ア

イ

⇒

⇒

②対象指標(対象の大きさを表す指標)

③成果指標(意図の達成度を表す指標)

(2)各指標･総事業費
   の推移

ア

イ

ア

イ

ア

イ

① 活動指標

② 対象指標

③ 成果指標

単位
実績(決算) 実績(決算) 目標(当初予算) 実績(決算) 予定 見込目標(当初予算)

投

事
財

国庫支出金

都道府県支出金

地方債

その他

繰入金

一般財源

源
内

訳業

費 （Ａ）事業費計

(A)のうち指定経費

(A)のうち時間外､特勤

入

量

人
件
費

トータルコスト(A)＋(B)

正規職員従事人数

延べ業務時間

(B)人件費計

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

人

時間

総トータルコスト

ﾏﾆﾌｪｽﾄ
関連

全庁横断
課題関連

集中改革
ﾌﾟﾗﾝ関連

（開始年度　　　　　　年度）
（　　　　　～　　　　年度）

市志合

新規・拡充区分

予算の主な増減の理由

法令

見込

全体計画

31年度

3,532

5,220

3,279

1,375,261

711,850

336,423

957,396

3,380,930

3,309,456

1,879

7

6,240

24,729

3,405,659

 2年度

3,504

5,300

3,363

1,561,610

784,423

192,974

924,405

3,463,412

3,365,000

1,275

7

6,450

25,432

3,488,844

 3年度

3,615

5,302

3,133

1,643,104

811,624

202,177

936,590

3,593,495

3,479,013

1,713

6

5,520

21,991

3,615,486

 3年度

3,568

5,205

3,405

1,743,467

847,242

184,019

802,877

3,577,605

3,452,416

1,704

7

6,450

25,219

3,602,824

 4年度

3,593

5,307

3,243

1,794,805

870,487

212,235

972,570

3,850,097

3,659,026

1,735

6

5,520

21,991

3,872,088

 5年度

3,614

5,303

3,313

1,690,515

931,731

231,264

996,613

3,850,123

3,295,000

1,816

6

5,520

21,991

3,872,114

 6年度

3,669

5,353

3,313

1,715,872

945,706

231,264

1,011,562

3,904,404

3,295,000

1,816

6

5,520

21,991

3,926,395

 7年度

3,700

5,360

3,313

1,767,348

974,077

231,264

1,041,908

4,014,597

3,295,000

1,816

6

5,520

21,991

4,036,588

(令和 3年度実績と令和 4年度計画) 令 和  4 年 1 2 月  6 日 更 新

保育所入所等措置事業

   2 福祉の健康 健康福祉部 衛藤　文明

   4 子育て支援の充実 子育て支援課 髙鷹　李音

  16 子育てと仕事の両立支援 保育班 1182

子ども・子育て支援法　児童福祉法

一般   3   2   3    10580
単年度のみ 単年度繰返 18

 3年度で終了  3年度から開始
期間限定複数年度

保育を必要とする乳児、幼児等の保育施設（認可保育所・認定こども園・地域型保育）への入所、退所等の決定を行う。
また、保育の実施に要する費用を給付する。昭和29年より、保護者が働いている、あるいは病気の状態にあるなどの理由
で、家庭において十分な保育ができない児童がいたため、保育施設に対して運営費を支払うようになった。平成27年度か
らは、子ども・子育て支援新制度の開始に伴い、認可保育所に加えて認定こども園、地域型保育も給付対象となっている
。
近年、共働き世帯や核家族の増加により保育施設の入所を希望する児童が増えている。また、市南部における住宅やアパ
ートの増加により、待機児童が発生している。現状及びニーズを随時把握し、施設利用の措置を行う。

入所関係 ： ①施設入所申込書等受付　　②入所申込書等審査　　③入所決定（入所措置に係る事務・施設利用料算定 等）
特定教育・保育給付 ： （1）給付費支払事務
　　　　　　　　　　　　　①公定価格の算定及び請求内容の審査　　②支払事務
　　　　　　　　　　　（2）公費負担金および補助金交付申請事務
　　　　　　　　　　　　　①給付費（国庫、県費）交付申請　　②交付決定　　③変更交付申請　　④実績報告　　⑤交付確定　　⑥精算

報酬、職員手当、需用費、負担金補助及び交付金、扶助費

人口の増加及び３歳児クラス以上の保育料が無償化となり保育施設への入所希望する保護者が増えている。特に住宅やア
パートが増加している地域においては、近隣の保育施設利用の希望が集中するため、地域によって待機児童が発生してい
る。そのため、希望保育施設（住宅近くの保育所）へ入所できるように、定員増や新設保育施設を作ってほしいとの声が
多く寄せられている。

 3年度実績( 3年度に行った主な活動) (DO)  4年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
特定教育・保育施設をの利用希望に対し、家庭状況に合わせた入所措置
を行い、それに伴い要する費用の給付を滞りなく行った。

保育施設入所審査及び児童の特定教育・保育実施に伴う施設への
給付

保育施設の受け入れ可能人数及び利用定員の増加による負担金補
助及び交付金の増

特定教育・保育施設利用希望児童数 人

市内在住の就学前児童 市内就学前児童数 人

家庭状況に応じた特定教育・保育施設への入所による子育て支援 特定教育・保育施設利用者数 人

＊③成果指標設定の理由と 4年度目標値設定の根拠

～　　年度
0

人

人

人



事務事業名 所属部 所属課

２　評価の部（ＣＨＥＣＫ）

目
標
達
成
度
評
価

有
効
性
評
価

効
率
性
評
価

公
平
性
評
価

役
割
分
担
評
価

③成果の向上余地

④類似事業との統廃合・連携の可
能性

⑤事業費の削減余地

⑥人件費（延べ業務時間）の削減

余地

⑦受益機会・費用負担の適正化余
地

⑧行政の役割分担の適正化

３　評価結果の総括（ＣＨＥＣＫ）　

４　今後の方向性（事務事業担当課案）（ＡＣＴＩＯＮ）
（1）今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可

（3）改革、改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策

（2）改革・改善による期待成果

コスト

削減 維持 増加

向上

維持

低下

成
果

市志合

（廃止・休止の場合は記入不要）

（具体的な手段、事務事業）

保育所入所等措置事業 健康福祉部 子育て支援課

＊原則は 3年度の事後評価、ただし複数年度事業は 3年度実績を踏まえての途中評価

達成した 達成しなかった　 ⇒【原因

① 3年度目標達成度評価

目標達成見込みあり⇒【理由 目標達成は厳しい ⇒【理由と対策

利用希望者に対し、状況に合わせた入所及び施設への費用の給付を滞りなく行うことで
達成される見込である。② 4年度目標達成見込み

向上余地がある　　⇒【理由 向上余地がない　 ⇒【理由

施設の創設や既存施設の定員増などにより、施設の利用者の増につながる。

他に手段がある 他に手段がない　 ⇒【理由
統廃合・連携ができる　 ⇒【理由
統廃合・連携ができない ⇒【理由

他に類似事業はない

削減余地がある　　⇒【理由 削減余地がない　 ⇒【理由

成果目標に達するためには、利用者数の増となり、それに伴い給付費が増えるため、削
減の余地はない。

削減余地がある　　⇒【理由 削減余地がない　 ⇒【理由

小限の人数で行っているため削減の余地はない。

見直し余地がある　⇒【理由 公平・公正である ⇒【理由

市の基準に基づいた入所審査を行い利用者の決定を行っている。また、利用者に対して
は、国の基準に基づいた市規則による一部負担を求めており、教育・保育に係る費用に
ついても国の基準に基づいた給付を行っている。

見直し余地がある　⇒【理由 役割分担は適正である ⇒【理由

市が実施主体であり、公正な審査の必要性があるため役割分担は適正である。

これまで既存施設の定員増や新設保育施設の開所、認定こども園への移行などにより待機児童が解消されてきている。
しかし、入所希望施設の偏りや施設の保育士不足などの課題も残っており、引き続き受け皿の確保に努める必要がある。

廃止 休止 目的再設定 事業統廃合・連携 事業のやり方改善（有効性改善
事業のやり方改善（効率性改善 事業のやり方改善（公平性改善
現状維持（従来通りで特に改革改善をしない

○


